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経 済論 叢(京 都 大 学1第151巻 第4・5・6号,1993年4・5・6月

テ レコ ム ・エ コ ノ ミ ック ス に お け る

公 的規 制 をめ ぐ って(1)

西 田 達 昭

工 は じめに一 課題の設定一一一

周知 の 通 り,経 済学 の 通 説 的 理 解 に おい て 「規 制」 と 「競 争 」 は ,ト レー

ド ・オ フの関係 にあ る もの と考 え られ て きた。 す なわ ち,1970年 代 か ら台 頭 し

て きた 「規制 緩 和 」 論(deregulation)は,公 約 規 制 を撤 廃 して競 争 原理 を導

入 し市 場 の 活力(三 民 間活 力)を 生 かす な らぼ,価 格 の資 源配 分機 能 を再 生 さ

せ る こ とにつ なが り,社 会 的厚 生 が高 ま る と主 張 して きた ので あ る。

本 稿 の課 題 は,テ レコム ・エ コ ノ ミックス(電 気 通 信 の経 済学)に お け る公

的規制 を め ぐる議 論状 況 を整 理 し,今 後 の電 話 事業 の 公 的規制 の課題 を探 る こ

とに主 題 が あ るが,こ の課 題 は,筆 者が進 めて い る一連 の研究一 電 話事 業 に

お け る 「ユ ニバ ー サ ル ・サー ビスの 問題」"一 に連 な る もので あ る。 敷衍 す る

な らば,電 話 事 業 に お け る 「基 本 通 信 サー ビス」 は公 的規 制 の も とに お き,

「高度 サ ー ビス」 は競争 にま かせ れ ば よ い,と い う基 本 的 に ア メ リカの電 気 通

信 政策 で採 用 され てい る考 え方 を 日本 にお け る電話 事業 で展 開 す る こ とを提 唱

す るた め の準 備 作 業 で あ り,「 規 制」 と 「競 争 」 は トレー ド ・オ フの 関係 に あ

る ので は な く,両 立 す る もの と考 え てい る。

この よ うな 「基本 通信 サ ー ビス」 と 「高度 サ ー ビス」 を分離 して考 え る とい

1)本 稿は,筆 者が進めている一連の研究一 電話事業における 「ユニバーサル・サービス」問題
一 の理論研究に属するものである。その実証研究については,西 田達昭 〔29〕;西田達昭 「ア
メリカ電話事業におけるユニバーサル・サーービス(1×2)」「経済論破」(京都大学経済学会)第152

巻第4・5号,第152巻 第6号,(近 刊).を参照のこと。
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う考 え方 は,日 本 に お け る電 気通 信 政策 の中 で は採 用 され て い ない。100年 以

上 に 渡 る 日本の 電話事 業 の 中で,1985年 に行 われ た電 電 公社 か らNTTへ の組

織 「改 革」,並 び に1986年 か らのNCCの 参 入 は,エ ポ ック ・メ イキ ン グな 出

来事 で あ った と考 え られ るが,こ こで採 用 された 政策 は,「 基 本通信 サ ー ビス」

と 「高度 サ ー ビス」 とい う区分 けで はな く,「 電気 通 信 回線 設備 の設 置 の有 無」

に よ り区分 け して 「非対 象規 制 」 を行 うとい う政 策で あ った。 この政 策 が もた

ら した もの は,1985年 の 「改革」 以 降の 歴 史が 証 明 して い る よ うに,「 基 本 通

信 サ ー ビス」 の後 退 で あ る。

電気 通信 事 業 の 「公 的 規 制」 に つい て はい くつか の 先 行研 究』が あ るが,例

えば奥 野正 寛 ・鈴 村 興 太郎 に よれ ば,「 分 権 的 な 市場 経 済 にお い て は基 本 的 に

自由 な企 業 間 競 争 に対 して,何 らか の 理 由か ら政府 が 介 入 す る活 動 で あ る」

(〔33〕p.76)と 理 解 され て い る。 した が って,「 自由競 争 に任 せ た ときに比 べ

て政府 の介 入 が何 らか の意 味で 国 民 の経 済 的福祉 を改 善 す る場 合 で な けれ ば,

規 制 に よる介 入 は原 則 的 に認 め られ るべ きで ない 」 と理解 され る。 そ して 「公

的 規 制 に よる介 入 の根拠 は当該 産 業 に何 らか の 〈市場 の失敗 〉 が存 在 す る こ と

に求 め られ」 「電 気 通信 事 業 の場 合 に も,規 模 の経 済性,ネ ッ トワー クの外 部

性,ス ウ ィ ッチ ング ・コス ト,範 囲 の経 済 性 な どの市 場 の失 敗 に導 く要 因や,

通 信 プ ライバ シーの保 護,国 防上 の通信 の重 要性 な どの非経 済 的 要 因 に,政 府

規 制 の根拠 が求 め られ て い る」が,し か し 「市場 の失 敗 が あ るか ら とい って,

それ だ けで 直 ち に公的 規制 が 正 当化 され るわ けで はな」 く 「市 場 が失 敗 す る の

と同様 に,規 制 もさま ざま な無 駄 を生 み,時 には汚職 や 腐敗 な ど社 会的 コス ト

を生 み さえす るので あ り,市 場が 失敗 す るの と同様 に 規制 に は 〈政府 の失敗 〉

がっ きま と うか らで あ る。 した が って,市 場 に任 せ た と きに生 ず る社 会 的 コス

トと規 制 を行 った ときに生 ず る社 会 的 コス トとを比 較 して,前 者 が 後者 を上 回

る とき に限 って公 約 規 制 を認 め るべ きで あ る」(〔33〕PP.76-77)と 述 べ られ

2)電 気通信 事業 の公 的規制 につい ては,植 草益 〔42〕,南部鶴 彦 〔28〕,岡野 行秀 ・植草 益 〔3}〕

等 を参照 の こ と。
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る。

上記 の通説 的理解 にみ られ る よ うに,通 常 「公 的規 制」 が認 め られ るの は,

〈市場 の 失敗 〉 と く政府 の失敗 〉 を比 較考 量 し,〈 政府 の失敗 〉 の社 会 的 コス ト

が低 い時 に認 め られ る とす る理解 が一 般 的で あ る。

今 後 の考 察 の た め,あ らか じめ筆者 の立 論 を述 べ て お くな らば,〈 市場 の 失

敗〉 と く政府 の 失敗 〉 との 「社 会 的 コス ト」 に よ る比 較考 量 で は な く,国 民 が

生活 して い く上 で の必 需品 は 「公 的規 制」 の下 におい て価 格 を統 制 して い くと

の考 えで あ り,か つ て の 「塩 の専売 」等 を想起 してい ただ けれ ば その願 意 が理

解 い た だ け る もの と考 え る。 この考 えを,日 本 にお け る電 話事 業 に適 用 す るな

らば,「 基 本 通信 サ ー ビス」=電 話 を いつ で もど こで も低 料 金 で 利 用 で きる こ

と に の考 え方 は,通 常 「ユ ニバ ーサ ル ・サー ビ ス」 とよば れて い る)の 分 野

は 「公 的規 制」 の 下 にお き,「 高 度 サ ー ビス」=ISDN等 の分 野 は 「競 争 」

にま かせ て もよい,と す る もので あ る。先 述 の通 り,日 本 におい て は 「設 備 の

設置 の有無 」 に よ る区分 が な され た た め,本 来 「公 的規 制」 の下 におかれ るべ

き 「基 本通 信 サ ー ビス」 に も競 争 が導 入 され,そ の結 果 が,先 頃 発表 され た 公

衆電 話料 金 の値 上 げ ・市 内電話 料 金 の値上 げにつ なが った もの と考 え る。 い わ

ば,最 初 の ボ タ ンの掛 け違 えが,こ の よ うな 「ユ ニ バ ーサ ル ・サ ー ビス」 の 低

下 を もた ら した もの と言 え よ う。

本稿 にお い て は,電 話事 業 を素 材 に しな が ら,そ の も とで の公 的規 制 と競 争

の問題 を,そ して電 話事 業 にお いて いか に 「公共 性 」 を確 保 して い くか,の 問

題 につ い て検 討 す るが,考 察 の順 序 と して,ま ず 第2章 で は,か よ うな諸 問題

を考 察 してい くため の前 提 と して,公 益事 業 規制 論 の歴 史 につ い て,特 に,公

益 事 業 を考 察 してい く際 の基礎 概念 で あ る 「自然独 占=規 模 の経 済性 」論 につ

いて,ま た この 「自然 独 占E規 模 の経 済性 」論 に対 抗 して あ らわ れた 「コ ンテ

ス タ ビ リテ ィ理 論 」 につ い てサ ー ベ イす る。 つ い で ,こ の 「コ ンテ ス タ ビ リ

テ ィ理 論」 が 登場 す る よ うにな った アメ リカにお け る独 禁 政策 転換 の背 景 ,す

なわ ちハ ーバ ー ド学 派対 シ カゴ学 派 の対 抗,「 規 制緩 和」(「民 営化 」)論 ,並 び
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に参 入規 制 ・料 金規 制 の 問 題 につい て検 討 す る。 第3章 で は,電 話 事 業 に おい

て いか に公 共性 を確 保 して い くかの 問題 につ い て考 察 す るが,こ 、の問 題 を 「基

本通 信 サ ー ビス」・「高 度 サ ー ビス」 の概 念 か ら ときお こ し,つ い で 日本 に お け

る公 共 的意志 形 成 プ ロセス にお け る問題 点 を指摘 し,ま た この 問題 を考 え る上

で の重 要 な概 念 で あ る 「範 囲の経 済 性」 と 「内部 相 互 補助 」 の 問題 につい て 言

及す る こ とにす る。

皿 テ レコム ・エ コ ノ ミ ック ス にお け る規制 と競 争

1970年 代以 降,ア メ リカを始め とした先進諸国で,「 大 きな政府」論を展 開

してきたケインズ経済学の破産が宣告され,ア メ リカにおけるレーガノ ミック

ス,イ ギ リスにおけるサ ッチ ャー リズム,日 本 における中曽根 イズムといわゆ

る 「新保守 主義」 の台頭 と ともに,そ の理 論的根 拠 で あ る 「規 制 緩和」論

(deregulation)の 潮流が一世を風靡 した感があ る。

この規制緩和論あるいは民営化論に基づ き,市 場の活力を活か して資源配分

の効率を高めよ うと運輸 ・電気通信 ・金融等のおのおのの領域で,規 制の撤廃

あるいは規制 の緩和が なされ,そ の 「成果」が アメ リカにおけるAT&Tの 分

割,イ ギ リスのBTの 民営化,日 本の電電公社の民営化=NTTの 発足 に結 実

したことは記憶 に新 しい。

本来,公 益 事業の分野 に位置する電気通信事業 は,自 然独占=規 模 の経済性

が貫徹す る分野 とされ,こ こ100年 程の歴 史の中で も,公 益事業統制=公 的規

制が なされ てきた分野であ る。 しか し,各 種経済政策 をリー ドす る経済理論の

大 きな流れの中で,こ こ10数 年 の技術革新 とあいまって,「 自然独 占」が崩壊

した との理 由で公的規制の撤廃がなされて きた ことは先にみた とお りであ る。

本章 においては,こ のような経済学 における新 たな潮流である 「自然独占崩

壊」論の議論 をサーベ イす ることにす るpま ず第1節 では,公 的規制 の理論的

根拠 とされた 「自然独 占=規 模 の経済性」論 とはそ'もそ もどの ような理論 で

あ ったかの確 認か ら始め,次 いで,こ の 「自然独 占=規 模の経済性」論 を くつ
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が えす こ とを提 唱 した コ ンテ ス タビ リテ ィ理 論 につ い て考察 す る。 さ らに,第

2節 で は,こ の コ ンテ ス タ ビ リテ ィ理 論が 登場 す るに いた った アメ リカ にお け

る独 禁政 策転 換 の背景 を,ハ ー バー ド学派 対 シカ ゴ学 派 との対 抗 か ら捉 え る。

第3節 で は,こ の よ うな経 済政 策 の大 きな流れ の 中で の 「規制 緩 和」(民 営化)

論 につ い て その 主張 を検 討 し,最 後 に第4節 で は,参 入規 制 と料 金規 制 の問 題

につ い て言 及 す る。

1.公 益事業規制論の歴史

a.「 自然独 占=規 模の経済性」論

まず本項で は,「 自然独占=規 模 の経済性」論の確認か ら始め る
。公益事 業

規制(統 制)論 」1にお けるこの 「自然独 占」理解 は,論 者 としてはBonbright

〔6〕`1らがあげ られ ようが,論 者 による相違 はあま りな く,そ の理解 を林敏彦

に よ り代表 させれば,通 常以下 のよ うに理解 され る。 「ある産業が公益事業 と

呼ばれるための条件 は,① その生産物あ るいはサー ビスが消費者 あるいは他 の

多 くの産業 に とって必需 品であ ること(必 需性),② そのサー ビスの生産 には

規模の利益が大 きく働 くため,市 場 に少数の企業 のみが供給 を行 う方が社会的

生産効率の観点か ら望 ま しいこと(自 然独 占性) ,の2つ に要約す ることがで

き」 「これ らの条件 を満たす産業 については,サ ー ビスの提供 を私企業の利潤

動機のみに委ね ることによっては社会的に望 ま しい資源配分を実現 することが

で きないため,参 入,料 金,サ ー ビスの内容等について公的な規制が必要 とな

る」(〔14〕p.22)と い うのが公益事 業規制 の経 済理論的根拠 であ り
,こ のよ

うな理解 は公益事業論者 に共通の理解であ ると言えよう。

もう少 し詳 し くみれば,「 この内,必 需性 には,ガ ス,電 気,水 道 など生 活

3)公 益 事 業 規 制 論 に つ い て は,現 代 公 益 事 業 講 座編 集 委 員 会 「現 代 公 益 事 業 講 座 ⑧ 公 益 事 業 規

制 論 』 電 力 新 報 社,1974年 が 詳 しい が,他 に ,阿 部 文 雄[3〕,Crew〔7〕,Fromm〔U〕 ,林敏 彦 〔15〕
,菅 谷 実 〔40〕等 を 参 照 の こ と。

4)「 自然 鮎 」 概 念 に つ い て は,{也 に,阿 細 禾 積 〔4〕Evans〔10〕 ,南 部 鶴 彦 〔27〕,Sha,,k
ey〔36〕,waterson〔43〕 等 を 参 照 の こ と

。
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必需品で代替性 の乏 しい ものの他 に,イ ンフラス トラクチ ャとして1国 の産業

構造 を支 えるいわゆる基幹産業が含 め られることがあ」 り 「例えば,第1種 電

気通信事業 について,そ れが 『国民 の 日常生活お よび産業経済活動等 に不可欠

な電気通信サー ビスを提供す るための基盤 とな る電気通信網 を構築 し,運 用す

る基幹的 な電気通信事業』であるといわれ るのは,こ こにい う必需性 の要件 を

表 した もの とい えよ う。また,必 需性 との関連で,非 採算地域 を含む全国への

電話役務の安定的な提供が公共性 として主張され,そ の実現のために,当 該 企

業の活動 を利潤追及 の市場競争か らある程度隔離することが,経 済的規制の必

要 な理由と してあげ られることも多い」(〔14〕p.22)と 述べ られ る。

以上の通説的理解 に見 られるよ うに,「 自然独 占=規 模の経済性」 論は,生

活必 需的サー ビスを少数の企業 に地域独占的に供給 させ ることが,消 費者 の経

済的厚生を最大にす るとの考えか ら,長 年に渡 り公益事業統制の理論的根拠 と

されてきたのである。

しか し,こ の ような 「自然独占=規 模の経済性」論 をくつがえす理論,す な

わち 「コ ンテスタビリテ ィ理論」が登場 してきたのである。以下に検討 するこ

とに しよう。

b.コ ンテスタビリテ ィ理論

「コンテスタビリテ ィ理論」5炉は,Baumolら 〔5〕 を中心 として展開された

新たな競争的市場理論であ り,後 に詳 しくみるように長年 ハーバー ド大学 を中

心に 「自然独 占=規 模 の経済性」論 を展開 して きた 「産業組織論」 に対抗す る

シカゴ大学を中心 としたアプローチである。同理論 は,福 宮賢一によれば 「完

全 コンテスタブル市場概念 と費用関数の劣加法性を基軸 としなが ら,効 率的産

業組織が 自然独占を含む高度な市場構 造 と両立す ることを示す」理論 といわれ,

その 「主張は,伝 統的市場分析が前提 とす る,構 造一 行動一 成果 パラダイムの

連関 を切断 し,競 争政策の適用基準 の転換 を要求す ることに連なる」(〔12〕p.

5)「 コ ン テ ス ダ ビ リ テ ィ理 論 」 に つ い て は,他 に,野 方 宏 〔30〕,奥 野 正 寛 ・小 野 善 康 〔32〕,

Shepherd〔37〕 等 を 参 照 の こ と。
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85)と 言われ る。

この理論 のキーワー ドは 「完全 コンテス タブル市場」・「最小サ ンタコス ト

(埋没 費用)」 で あ り,そ の主張 をいます こ し聞 くと 「完全 コンテスタブル市場

は,退 出に際 して埋没費用を負担す ることのない,参 入 ・退出が完全に自由な

市場 と規定され,そ の成立条件 は,完 全競争的市場構造に依存」せず 「埋没 費

用 は,生 産活動 に既 に投下 した資金の うち,転 売 ・転貸や他用途への転用が困

難 な物理的生 産設備への支出,R&D支 出,お よび広告支 出な ど,退 出時 に回

収困難 となる支 出額である」が 「埋没費用が無視 しうるほ ど小 さい場合,当 該

市場へ の電撃 的参入 ・退 出(hitandrunentry)の 可能性が開かれ」 「これ は,

当面の利潤獲得 を目的 として参入 し,既 存企業 の報復が開始 され るや即時 にそ

の市場か ら撤退する攻撃的な参入形式で ある」(〔ユ2〕p.85)と 述べ られる。

い まここで,す こしこの理論 の要約をす ると,長 年 「自然独 占=規 模 の経 済

性」論が主張 してきた 「生活必需サー ビスの地域独 占供給が重複投資を避 け,

その ことが消費者の社会的厚生 を高め る」 との論拠 は,こ の 「完全 コンテスタ

ブル市場」によって覆され ると.する ものであ る。抽象理論 の理解 を助 けるため,

電話事業 に素材 を求めてその具体的事例 をあげて考 えると,い ままで銅線の敷

設に よって行 なわれていた電話事業がそのサ ンタコス トの故 に退 出が困難 と考

え られていたが,そ の技術革新 によ り,例 えばマイクロウェー ブや通信衛星 に

とってかわられ る時,も し電話事業か ら撤退す る場合 にそ の設備 は他用途への

転 用が可能なので撤退が可能である,と い う主張であ ると考え られ る。

このような 「コンテス タビリテ ィ理論」は,そ の理論的系譜か らすれば,後

述す る長年ハーバー ド大学 を中心 とした 「産業組織論」 に対抗す るシカゴ大学

を中心 とした理論的系譜に属す るものであ り,次 節ではこのよ うな理論が登場

す るにいた った独禁政策の流れをハーバー ド学派対 シカゴ学派 との 「対抗」で

捉 えてみ ることにしたい。
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2.独 禁政策におけるハ「バー ド学派対 シカ互学派

本 節で は,各 種経 済 政策 を リー ドす る経 済理 論 の変遷 につ いて検 討 す るが
,

特 に,独 禁 政 策 にお け るハ ーバ ー ド学 派対 シカ ゴ学派6〕と の対 抗 に焦 点 をあ て

て,法 学並 びに経 済学 の立 場 か ら考 察す る。

まず法 学:の立 場 か らは,ア メ リカに お ける独 占 禁止 法 に詳 しい 村上 政 博 に よ

れば,ま ず 「ユ960年 代 以降,米 国独 禁 政策 にお い て ,個 別事 案 の解 決 にあた っ

て経 済 分析 を活用 す る動 きが強 ま り,次 第 に法 律 家 と経 済学 者が 同一知 識 を基

盤 に して議 論で きるよ うに な って きた。 これ は ,米 国 の独 禁政 策 に関す るいわ

ゆ るハ ーバ ー ド学派 とシカ ゴ学 派 の論 争 にお け る経 済分 析 を重 視す る シカゴ学

派 の優位 といわ れ る現 象 の反 映 であ る」 と説 きお こされ る。 そ して 「独 禁 政 策

を競 争政 策 ・経 済政 策 と して純 化 し,資 源 の最適 配 分 と経 済効 率 の達 成 を 唯一

の 目的 と して独 禁 政策 を運 営す べ きで あ る との主 張 を伴 って」 お り
,「 この 独

禁 政 策 に お け る シゥ ゴ学 派 は,市 場 の 自動 調 整 メ カニ ズ ムを信 頼 す る経 済学

(及 び産 業 組 織 論)の シ カゴ学 派 と同一 思 想基 盤 に立 つ し,ま た,法 学全 般 に

経 済 分析 を導 入 しよ う と試 み る シカ ゴ大 学 ロー ス クー ルを 中心 とす る運動 の一

環 を成 してい る」 と述 べ られ る。 そ して 「シカ ゴ学 派 は,1960年 代 か ら当 時全

盛 期 にあ った ハ ー バ ー ド学 派 に論 争 を挑 み ,1970年 代 半 ば に は 理 論 的優 位 に

た 」 ち 「1980年 代 に入 る と,支 配的 学 派 と して の地位 を確 立 す るだ けで な く
,

レー ガ ン政権 の政 治任 命権 や 判 事指 名権 の行 使 も手 伝 い
,一 気 に独 禁 当局 を掌

握 し裁判 所 に も大 きな影響 を及 ぼ す こ と とな った」(〔24〕p .1)と シ カゴ学 派

の勝 利 を宣言 され る。

次 いで,経 済 学 か らの立 場 か らこの問 題 に ア プ ローチす るが
,小 西 唯雄 に よ

れ ば,ハ ーバ ー ド学 派か らシ カ ゴ学 派へ の変 遷 の時代 背 景 を以 下 の よ うに説 明

す る。 「ア メ リカ合衆 国 は,第2次 世 界 大戦 後 ,鉄 鋼業,自 動 車 産 業 をは じめ

とす る多 くの産 業 分野 で 世界 最大 最 強 を誇 ってい たが
,そ の後 しだ い に国 際競

争 力 を弱 め」 「この よ うな窮 状 を招 い た原 因 の1つ を 『厳格 に過 ぎ る独 禁 政 策』

6)シ カゴ学派については,明 石芳彦 〔2〕,小林逸太 〔18〕〔19〕,Stigler〔39〕等が詳しい。
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に求 め」 「こ こか ら,反 トラス ト政策 を緩和 して 『経 済 ・産 業 の活 性 化 』 を は

か るべ きだ とい う見解 が 有力 とな」 り 「レー ガン政 権下 の反 トラ ス ト政 策 は,

あ る意 味 で この よ うな動 き に対 応す る もので あ って,も っぱ ら シカ ゴ学 派 の理

論 に よ りなが ら,か な りに緩 和 的 な政 策 を志 向 して い る」 「現在 ア メ リカに

お いて,ハ ー バ ー ド学 派 の産 業組 織論 がや や 後退 し,シ カ ゴ学 派 の 主張 が 台 頭

してい る理 由 の1つ は ここに あ る」(〔20〕PP.14-15)と 説 明 され て い る。

以上 で 簡単 で あ るが,法 学 ・経 済学 の立場 か ら,ハ ー バ ー ド学 派 か らシ カゴ

学 派 へ の変遷 を独 禁政 策 との 関わ りで た どって きた。 こ こか らみ て とれ る こ と

を要約 してお くな らば,ア メ リカの 国際競 争 力 の低下 → ハー バ ー ド学 派的 反 ト

ラ ス ト政策 の緩 和 → シカ ゴ学 派 的市場 の 自動 調節 メカニ ズ ムの信 頼 一 レー ガ ン

政権 下 にお け る シカ ゴ学 派 の経済 政 策採 用 ・法曹 界 の登 用 →先 述 の 「コ ンテ ス

タ ビ リテ ィ理 論 」 の登場,と の流 れ にま とめ る こ とが で きよ う。

それ で は,こ の よ うな独 禁政 策 を含 む よ り大 き な経 済 理論 の流れ の 中で 登場

して きた 「規 制 緩和 」(「民営 化 」)論 につ い て その 中 身 を次 節で 検 討 す る こ と

に しよ う。

3.「 規制緩和」(「民営化」)論

本章 の 冒頭 で も言 及 した ご と く,1970年 代 に入 って 「規制 緩和 」(「民 営化 」)

論 が台 頭 して きた 。 そ の政 府規 制 につ い て,歴 史 をす こ し遡 ってみ る と,「 ア

メ リカ.にお い て連 邦 レベ ルで 政府規 制 が 導入 され たの は,ユ887年 の 州際 商業 法

に よ る鉄 道 規 制 」(〔25〕p.81)に まで遡 る こ とがで き る と され る。 そ の 後,

か の 「大恐 慌 期=ニ ュー デ ィー ル時代 」 の1930年 代 に政 府 規 制 の導 入が 進 み,

各 種 の規 制 委 員会 が設 置 され,電 話 ・電 信 に限 ってみれ ばFCC(連 邦 通 信委

員 会)が 設 置 され た の もこの時期 一1934年 であ る。 その後,第2次 大戦 を はさ

み1970年 代 まで,ケ イ ンズ主 義 が各 種経 済 政策 のバ ックボ ー ン とな って い た こ

とは周知 の事 実で あ る。

1970年 代 に 入 り,金 融 ・運 輸 ・電 気 通信 等 の 分野 を 中心 に,「 規 制緩 和 」 政
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策が 採 用 され る.こ の政 策が採 用 され る背 景 につ い て は前 節 の独 禁 政 策 の関

わ りで す こ し言 及 した通 りで あ り,そ の先 行 研 究71に は膨大 な ものが あ るが,

再 度 そ の通説 的 理解 を確 認 してみ る と,村 上 享 は,こ の背 景 につ い て以 下 の よ

うに指 摘 す る。 「1970年 代 以 後 の 生 産性 上昇 鈍 化 の原 因 の1つ と して政 府 規 制

が指 摘 され,さ らに規 制 お よび規 制 費用 の増 大 によ って政府 規 制 の見 直 しが 進

め られ,こ れ らを緩和 し競 争原 理 を導 入す る こ とが産 業再 活性 化 の ため の重 要

な方 途 の1つ とみ なさ れ」 「さ らに各 サー ビ スに対 す る需 要g多 様 化 と技術 革

新 に基 づ く代 替 サ ー ビスの 出現が,公 的供給 の必 需性 を失わ せ 濯 制 産業 の経

営 悪化 を もた ら した とみ る」 「この よ うな政 府規 制 の見 直 しな い し緩 和 の 目的

は,次 の2つ に大 別 さ れ」 「第1}・,政 府 規 制 分 野 を創 ・す る こ とに よ ・て行

政 の効 率 化 や 財政 負 担 の軽 減 化 を はか る」 「第2に,競 争 原 理 の 導;入に よ って

民 間経 済 の活 性化 をはか る こ とで あ る」 と指 摘 す る。 そ して 「政府 規 制 緩和 の

背 景 に つ い て も,前 記 の 目的 に対 応 して次 の2つ を あげ る こ とが で き」 「第1

は,い わ ゆ る規 制 の失 敗 で あ る」(〔25〕PP.8・ 一82)と 述 べ て・・る・ この 擬

制 の失 敗 〉 論 につ い て はStigler(〔38〕)やPosner(〔34〕)な どに よ って多 く

の研 究 が進 め られ てい る ことは周知 の通 りで あ る。 また政 府 規制緩 和 の背 景 の

第2と して 「環境 変化 に伴 う 自然 独 占性 の喪 失 」「需要 の多 様化 と技 術 革 新 に

基 づ く代 替 サ ー ビスの 出現 は政府 規 制 に基づ く公 的 供給 の根 拠 を無 意 味 化 し,

公 的供給 主 体 の存 立 を も危 う くす る」(〔25〕p.82)と 指 摘 して い る。

通常 「規 制 緩和 」 を説 明す る場 合,こ こでみ た よ うな説 明 が 通説 的理 解 で あ

る と思わ れ るが,要 約 す れば,政 府規 制 の費 用増 大→1970年 代 の生 産性 上 昇 の

鈍 化 →政 府 規 制 の緩 和 ・撤廃 に よる競 争 導 入→ 民 間活 力の導 入 ・産業 の 再 活性

化,と の論 理 で あ る。 この論 理 は 「規制 緩和 」 論 を唱 え る論者 に共通 の論 理で.

あ る。 この 「規 制緩 和 」 政策 は,1970-1980年 代 に渡 って 一世 を風 靡 した政 策

.一で あ り,先 述 の 「コ ンテ ス タ ビ リテ ィ理 論」 に連 な る もので あ る。 この よ うに,

7)「 規制緩和」〔「民営化」)論については.赤 沢昭三 〔1〕,Crew〔7〕,エ リ・M・ ノ一一ム 〔9〕、

伊藤隆敏 〔ユ7〕,河野眞治 〔21〕,松原聡 〔22〕,高柳暁 〔41〕等を参照のこと。
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日米 にお け る 「規制 緩和 」(「民 営 化」)推 進論 を唱 え る論 者 に共 通 した論 理 は,

シカ ゴ学派 の論 理 によ る ものであ る とい え よ う。

4.参 入規制と料金規制

前節 まで で,公 益事業 にお ける 「自然独占=規 模 の経 済性」論並 びに,「 自

然独 占」崩壊論 旨コンテス タビリティ理論 について,ま たそのような理論が登

場す るにいた った経済理論 の変遷 について,ま た 「規制緩和」論の主張 につい

て言及 した。本節では,次 章で検討する公的規制 とのつ なぎの意味で 「参入規

制 と料金規制」の問題81について検討す る。 とい うの も,1985年 におこなわれ

た制度改革 において 日本の電気通信政策 は,「 電気通信設備 の設置の有無」 に

よる区分 とい うあま り他の諸国において例 をみない政策 を選択 したか らである。

林敏彦は,わ が国の電電公社の民営化=NTTの 発足 を規定 した電電3法 の

意義 と問題点につ いて指摘 した論稿の中で,そ の制度改革における参入規制 に

ついて以下の通 り述べ る。 「事業法 における最 も明確 な参入規制 は,郵 政大 臣

に対 して第 ユ種事業へ の参入 の許可権を与えていること」であ り 「わが国にお

いて は,こ れまで の電気通信事業 の法的独 占を否定 し,そ こを出発点 として見

る限 り,よ り緩やかな参入条件に移行 した ことは,立 法の趣 旨であ る競争原理

の導入 による通信産業 の活性化 という目的に向けて大 き く前進 した と評価する

ことがで きよう」(〔14〕p.24)と 述べ られ る。

また,料 金規制 についてみてみ ると,そ の内実 は 「管理された競争」の下 の

料金規制であるが,奥 野正寛 ・鈴村興太郎 によると以下 の通 りま とめ られ る。

「〈公正報酬率規制〉 と呼ばれ,る現行の料金規制方式は基本的にコス ト・プラス

方式で あ り,原 則的には費用格差 は料金格差 に結 び付 く構造 になってい る」が

「実際 には,長 距離通信料金が限界 的に最 も低 い事業者 を自動的 に選択す るL

CR(低 料金 ルー ト自動選択)ア ダプ ターをNCCが その契約者に無料貸与 し

てい るため,競 争 の もとで はNCC料 金 は基本 的に同一 になるほか はな」 く

8)参 入規制・料金規制については,他 に,井手秀樹 〔16〕,松原克己 〔23〕等を参照のこと。
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「その結果,技 術の差を反映す る費用格差 は同一料金の もとで の報酬率格差 に

聴 する とい うのが,現 行のNCC間 の瀞 の実態なので ある」 と述べ る・ そ

して この ような 「管理された競争」 には2つ の問題があるとして 「第1に 遭

用上の劣位にある限界的NCCに 公正報酬率の下限を保証す る保護的盤 認可

は慣 用上の優位 にある限界内NCCに 対 しては超過細 事 を約束す るもので

あ」 り 「・の料金規制方式 は誅 して公平で も競争促 齢 で もない といわざ る

をえ」ず,ま た 「第2に,NTTに 対す る一方的責務 として・NTT法 弟2条

はr電 話 の役務 のあまね く日本全国}・おけ確 定的な供給 の確保』 を課 して」

お り 「この責務のた めに,NTT腿 隔地蠕 要密度が低 い地域へのサー ビス

の供給 も 経済 的採算 雄 れて行わ ざるをえな・・立場 にあ」 り 「テ レ%改 革

以前 の驕 公社の長距離料金は,近 距鵬 る・・は市内編 料金を政策的に低廉

化す るとともに不採算地域 における長距離翻 サービ・を啓 す るため に・相

対 的に高 く設定 されていた とい う倶1風 ・あ・た ・とを見逃すべ きで ない」「電

気通信事業の舳 化 によ。て生 じ噺 規参入は濡 難 度が高い長距離聯 地

域 喋 申 して行われて長距縄 話料金の1氏廉化 に導いたが濡 魏 度 の低㌧'不

採算地域や市内における料金の リバ ランシングは,現 在に至 るまでNTTに 認

められて」お らず 「このような状況 においてNTTの 認可料 金がNCCの 認可

料金 を常 に上回 るとい う状況は,ユ ニバーサ ル ・サー ビ・責務の掟をひ きつ る

NTTと 機動 的な事業戦略 を採れ るNCCと の競争の公平性 の観点か ら,問 題

を含む ものだ と考 えざ るをえない」(〔33〕PP9・ 一92)と 述べ られている・

次 に,料 金規制に関係 して直腫 彦}ま住宅用加入者等社会的弱者9{呆 護 の問

題 について 「歌 通信 サー ビ・では経済的弱者に対す る公正 とい う点で程『題 を

残 してい る.と くに滝 気通信 のような共通固韻 の害lj合の大 きな事業 におい

ては,そ の珊 ・おい・腕 加堵 ・・ う多数の弱者の存在 を観 して この問

題 を軽視 してはな らない」(〔26〕p.20)と,注 意 を喚起する。

これ らの指摘 腰 約 してお くと,「参入規制」ではNTT発 足 の法的根拠で

あ る電電3法 にお ける参入規制 は庵 気通信騨 の法 的鮎 一鞭 原理 の導
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入,ゆ るや か な参 入条 件→NCCの 参 入 とな って お り,そ の特 異 な構 造 が浮か

び あが る。 また,「 料 金 規 制 」で は,① 現 行 の料 金 規 制方 式 は く公正 報 酬 率 規

制〉 で あ るが,郵 政省1・よ るNCC育 成政 策 のた めNTT料 金 に比 してNCC

の料 金 は安 く設 定 され てい るい わ ば 「管理 され た競 争」 で あ り,公 平 な もの と

はい えな い。②NTTは そ のNTT法 によ り 「ユ ニバ ー サ ル ・サ ー ビス」 の責

務 を負 ってい るが,NCCの 「ク リー ム ・ス キ ミング」 的参 入 に よ リリバ ラ ン

シ ングが 行わ れ て い ない現状 で は 「公平 性」 に問題 が あ る。③ この よ うな料 金

問題 を考 え る際通 常 「社 会 的弱 者」 の 問題 力・欠 落す る傾 向が あ り湘 金 政策

の 中に 「緻 斉的弱 者 」 の消 費 者保 言隻の問 題 を組 み込 む必 要 が あ る・ との3点}こ

ま とめ るこ とが で きよ う。

で は,こ の よ うな特 異 な参 入規 制並 び に料 金政 策 を含 む 日本 にお け る電 気 通

信 政策 の問題 点を指 摘 し潭 気 鵬 事業 にお け る公共性 を・・か に確 保 してい く

のカ、 隷 の 意味 にお け る公 的糖11を どの よ うに保 障 して い くのか ・1よ次章 の

課 題で あ る。
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